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本
稿
で
は
、

て
考
え
よ
う
。

1

日
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
③
の
錯
簡
、
そ
し
て
年
月
日
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い

 
錯
簡
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
管
見
の
限
り
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
十

七
、
五
七
六
頁
以
下
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
復
元
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
と
思
う
。
そ
こ
で
の
復
元
と
は
、
ω
「
榎
木
寺
畠
地
峰
町
 
長
岡
田
畠
弐
丁
」
か
ら
「
二

廟
社
 
稲
光
内
」
ま
で
の
部
分
を
「
筑
前
国
々
衙
」
内
の
「
大
祖
社
」
と
「
上
座
郡
朝
鞍
寺
領

勝
福
寺
免
田
」
の
間
に
入
れ
る
、
②
「
筑
前
国
々
衙
」
内
の
「
錐
為
 
當
宮
根
本
御
領
、
地
頭

御
家
人
甲
乙
輩
令
押
領
之
」
か
ら
「
門
上
村
」
ま
で
(
こ
こ
は
、
〔
筑
後
国
関
係
〕
の
所
領
で
あ

り
、
以
下
、
こ
の
部
分
を
〔
筑
後
国
関
係
〕
と
称
す
)
を
、
「
筑
後
国
一
円
」
内
の
「
櫛
原
庄

藤
田
別
府
」
と
「
石
田
庄
」
の
間
に
入
れ
る
、
㈹
「
筑
後
国
全
部
口
前
ノ
筑
前
国
ノ
次
二
」
入

れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ω
に
つ
い
て
は
、
こ
の
史
料
刊
行
の
段
階
で
Y
箇
所
(
日
-
六

頁
)
が
不
明
で
あ
っ
た
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
そ
の
ま
ま
の
場
所
に
残

す
べ
き
だ
と
思
う
(
後
述
)
。
②
に
つ
い
て
は
、
筑
後
国
関
係
と
し
て
一
括
す
る
視
点
は
継
承
さ

山
石

兀

修

一

ω
げ
忌
〇
三
署
く
〉
】
≦
○
日
○

れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
「
石
田
庄
」
が
筑
後
国
関
係
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
〔
筑
後
国
関
係
〕

の
入
る
場
所
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
個
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
筑
後
国
全
部
」

に
「
嶋
分
寺
」
「
石
田
保
」
(
以
下
、
〔
壱
岐
嶋
分
〕
と
称
す
)
が
入
る
の
か
ど
う
か
が
不
明
で
あ

る
。
た
だ
、
「
筑
前
国
」
に
「
筑
前
国
々
衙
」
の
項
も
含
む
と
考
え
れ
ば
、
前
述
の
検
討
を
経
た

後
で
の
「
筑
前
国
ノ
次
」
と
は
「
上
座
郡
朝
鞍
寺
領
勝
福
寺
免
田
」
と
「
肥
前
国
一
円
」
の
間

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
「
筑
後
国
一
円
」
の
入
る
場
所
と
し
て
は
適
当
だ
と
思
う
(
後
述
)
。

 
で
は
、
次
に
国
の
記
載
順
序
を
中
心
に
み
よ
う
。
③
の
前
欠
部
分
を
②
で
補
い
つ
つ
考
え
る

と
、
〈
筑
前
国
↓
筑
前
国
々
衙
↓
〔
筑
後
国
関
係
〕
↓
肥
前
国
↓
肥
後
国
↓
豊
前
国
↓
豊
後
国
↓

薩
摩
国
↓
日
向
国
↓
大
隅
国
↓
壱
岐
嶋
↓
〔
筑
前
国
関
係
〕
(
「
西
山
妙
見
寺
 
諸
岡
別
府
」
か

ら
「
村
地
頭
職
 
合
屋
窪
垣
」
ま
で
)
↓
筑
後
国
↓
〔
壱
岐
嶋
関
係
〕
〉
と
な
っ
て
い
る
。
肥
前

国
か
ら
豊
後
国
ま
で
の
記
載
順
か
ら
み
て
も
、
肥
前
国
よ
り
前
は
、
筑
前
国
々
衙
を
一
応
は
ず

す
と
く
筑
前
国
↓
筑
後
国
V
の
順
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
の
記
載
順
序
を
考
え
た

際
に
〔
 
〕
で
示
し
た
よ
う
に
筑
後
、
筑
前
、
壱
岐
嶋
関
係
に
つ
い
て
は
当
該
国
分
と
別
の
箇

所
に
記
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
復
元
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

 
そ
こ
で
、
一
国
内
の
記
載
項
目
に
注
目
し
よ
う
。
豊
前
を
例
に
と
る
と
、
正
木
喜
三
郎
氏
の

 
 
み
 

指
摘
の
よ
う
に
《
一
円
↓
半
不
輸
↓
(
錐
為
)
当
宮
根
本
御
領
(
下
略
)
↓
将
軍
家
御
寄
進
↓

当
御
代
御
寄
進
〉
の
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
に
よ
っ
て
こ
の
項
目
の
あ
り
方
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は
異
な
る
が
、
筑
前
、
筑
後
、
肥
前
、
肥
後
、
豊
前
の
五
ヶ
国
の
記
載
順
は
こ
れ
を
原
則
と
し

て
い
る
。

 
右
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
③
の
「
筑
前
国
々
衙
」
よ
り
前
の
部
分
を
み
よ
う
。
②
を
補
っ

て
考
え
る
と
、
こ
こ
は
筑
前
国
一
円
↓
半
不
輸
、
の
部
分
で
、
「
(
錐
為
)
当
宮
根
本
御
領
(
下

略
)
」
以
下
の
記
載
項
目
が
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
点
で
、
②
と
③
の
異
な
る
点
と
し
て
述

べ
た
㈲
の
問
題
点
(
e
一
六
頁
)
が
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
一
方
、
〔
筑
前
国

関
係
〕
の
部
分
に
は
将
軍
家
御
寄
進
、
当
御
代
御
寄
進
、
の
項
目
が
あ
る
。

 
〔
筑
前
国
関
係
〕
を
ど
こ
に
入
れ
る
か
、
い
く
つ
か
の
想
定
が
可
能
だ
が
、
こ
こ
で
は
右
に
述

べ
た
一
国
内
の
記
載
項
目
の
順
序
と
い
う
原
則
に
従
い
、
「
筑
前
国
々
衙
」
と
切
り
離
し
、
筑
前

国
関
係
と
し
て
一
括
す
る
と
、
「
筑
前
国
々
衙
」
と
「
二
所
社
 
稲
光
内
」
の
間
に
〔
筑
前
国
関

係
〕
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
〔
筑
前
国
関
係
〕
の
最
初
の
行
で
あ
る
「
西
山

妙
見
寺
 
諸
岡
別
府
」
の
部
分
を
「
半
不
輸
」
の
箇
所
の
一
部
と
み
な
し
、
「
(
錐
為
)
当
宮
根

本
御
領
(
下
略
)
」
の
項
目
は
当
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
、
ま
た
は
す
べ
て
脱
落
し
て
現
在
伝

わ
っ
て
い
な
い
可
能
性
を
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
「
(
錐
為
)
三
宮
根
本
御
領
(
下
略
)
」
の
項

目
の
最
後
の
一
行
の
み
が
「
西
山
妙
見
寺
 
諸
岡
別
府
」
と
し
て
残
っ
た
と
考
え
る
か
、
検
討

の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
記
せ
ば
、
「
(
二
戸
)
当
宮
根
本
御
領
(
下
略
)
」
の
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目
は
、
正
木
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
一
円
、
半
不
輸
と
区
別
さ
れ
た
不
知
行
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
「
押
領
」
を
前
提
と
し
た
部
分
で
あ
る
か
ら
、
も
し
こ
の
部
分
に
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、

「
諸
岡
別
府
」
へ
の
「
押
領
」
の
注
記
は
必
要
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に

考
え
た
場
合
、
肥
後
国
の
一
例
(
「
舐
薗
社
」
)
の
よ
う
に
例
外
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
特
例
と
し

て
み
れ
ば
、
〔
筑
前
国
関
係
〕
に
み
え
る
「
諸
岡
別
府
」
の
「
押
領
」
の
注
記
に
注
目
し
て
、
「
西

山
妙
見
寺
 
諸
岡
別
府
」
を
「
半
不
輸
」
の
項
に
入
れ
る
見
方
の
方
が
可
能
性
が
高
い
か
も
し

れ
な
い
。

 
次
に
〔
筑
後
国
関
係
〕
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
「
筑
後
国
一
円
」
の
部
分
と
一
括
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
記
載
項
目
順
序
の
原
則
に
従
う
と
、
「
筑
後
国
一
円
」
は
「
石
田
庄
」

ま
で
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
一
円
」
と
「
半
不
輸
」
の
項
目
が
み
え
、
〔
筑
後
国
関
係
〕
の
方
に

そ
の
後
の
項
目
が
続
い
て
い
る
の
で
(
「
将
軍
家
御
寄
進
」
が
み
え
な
い
が
)
、
「
筑
後
国
一
度
目
「
石

 
 
 
 
 
 
 
 
(
筑
前
国
)

田
庄
」
ま
で
)
は
「
上
座
七
重
鞍
手
領
勝
福
寺
免
田
」
と
「
錐
為
 
暗
部
根
本
御
領
(
下
略
)
」

の
間
に
入
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

 
最
後
に
、
〔
壱
岐
嶋
関
係
〕
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
「
三
分
寺
」
と
「
石

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
 
ヨ
 

田
保
」
で
あ
る
。
す
で
に
検
討
し
た
結
果
を
ふ
ま
え
る
と
、
「
□
壱
岐
嶋
」
か
ら
「
徳
分
寺
」
の

間
の
部
分
は
移
動
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
〔
壱
岐
嶋
関
係
〕
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
に
な
る
。

 
推
測
を
重
ね
、
ま
た
記
載
の
あ
り
方
自
体
も
含
め
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は

 
 
 
 
 

な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
以
上
の
結
果
を
最
後
に
〔
復
元
案
〕
と
し
て
示
そ
う
。
な
お
、
③
は

②
等
を
参
考
に
し
て
、
②
は
③
を
参
考
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

2

 
こ
こ
で
、
日
で
も
ふ
れ
た
年
月
日
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
『
大
日
本
史
料
』

第
六
編
十
七
、
五
八
四
頁
は
、
「
本
文
書
日
付
ノ
下
二
写
之
云
々
ト
ア
リ
テ
、
観
応
三
年
二
月
ハ

注
進
ノ
年
月
ナ
リ
ヤ
、
書
写
ノ
年
月
ナ
リ
や
詳
ナ
ラ
ズ
、
今
姑
ク
コ
・
二
項
ム
」
と
注
記
し
て

い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

 
ま
ず
、
「
之
を
写
す
と
云
々
」
の
「
云
々
」
か
ら
考
え
よ
う
。
石
井
進
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
「
云
々
」

は
、
普
通
い
わ
ば
一
種
の
引
用
符
の
末
尾
を
示
し
、
と
い
う
こ
と
だ
、
の
意
と
い
う
。
と
す
る

と
、
③
の
も
と
に
な
っ
た
あ
る
安
楽
寺
領
関
係
の
所
領
目
録
に
は
、
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
可
能
性
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
年
月
日
の
箇
所
に
「
上
切
候
」
と
い
っ
た
注
記
の
な

い
点
に
も
注
意
し
よ
う
。
し
か
し
、
③
の
も
と
に
な
っ
た
あ
る
安
楽
寺
関
係
の
所
領
目
録
が
、

現
在
の
③
の
前
欠
部
分
を
含
み
錯
簡
の
な
い
状
態
で
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
こ
の
目

録
は
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
(
正
木
注
(
1
)
著
書
三
〇
六
頁
参
照
)
。
㈹
提
出
さ
れ
た
と
す

る
と
、
年
月
日
が
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
「
云
々
」
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
場
合
、
こ

の
提
出
さ
れ
た
正
文
と
は
別
に
年
月
日
の
な
い
完
全
な
所
領
目
録
案
の
作
成
(
「
写
之
」
)
・
伝
来

を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
太
宰
府
天
満
宮
文
書
に
伝
わ
る
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
日
欠
の
太
宰
府
政
所
牒
案
が
参
考
に
な
る
と
思
う
。
一
方
、
⑬
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る

と
、
や
は
り
「
云
々
」
に
注
目
し
て
、
こ
の
場
合
こ
の
作
成
さ
れ
た
所
領
目
録
の
正
文
に
年
月
日

が
記
さ
れ
ず
伝
来
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

 
で
は
、
観
応
三
年
二
月
日
と
い
う
年
月
日
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

㈲
の
想
定
に
立
つ
と
、
こ
の
所
領
目
録
案
の
成
立
し
た
と
き
、
⑬
の
場
合
、
こ
の
所
領
目
録
の

作
成
さ
れ
た
と
き
、
と
一
応
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
㈲
・
⑬
ど
ち
ら
の
場
合
も

伝
来
し
た
は
ず
の
所
領
目
録
(
案
)
に
は
当
初
、
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
こ
で

は
想
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
は
た
し
て
こ
の
年
月
日
を
信
じ
て
よ
い
の
か
、
ま
た
、
い
つ
、

誰
が
こ
の
年
月
日
、
そ
し
て
「
写
之
云
々
」
を
記
入
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
生
じ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
に
ま
っ
し
か
な
い
け
れ
ど
、
最
後
に
、
史
料
②
、

③
、
そ
し
て
関
連
史
料
に
よ
っ
て
年
月
日
を
確
定
で
き
な
い
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
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「
弥
永
小
金
丸
」
の
割
注
を
み
る
と
菅
原
道
真
の
命
日
(
二
月
二
十
五
日
)
の
法
会
で
あ
る
御

 
 
 
フ
 

閲
日
会
に
つ
い
て
「
(
来
)
廿
五
日
」
(
②
、
③
)
と
み
え
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
二
月
を
想
定
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
道
猷
)

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
③
に
は
「
凶
徒
」
「
御
方
」
』
色
入
道
」
と
い
う
区
分
が
あ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
當
御
代
」
「
将
軍
家
」
の
区
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
正
木
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
九
州
宮
方
(
「
凶

徒
」
)
、
足
利
直
冬
方
(
「
御
方
」
、
「
當
御
代
」
)
、
足
利
尊
氏
方
(
「
一
色
入
道
」
、
「
将
軍
家
」
)
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
直
冬
方
V
 
(
尊
氏
方
)

い
う
区
分
を
示
し
て
お
り
、
九
州
で
直
冬
が
太
宰
府
へ
入
っ
て
い
た
の
は
貞
和
六
・
観
応
元
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
直
冬
方
)
 
(
尊
氏
方
)

(一

O
五
〇
)
六
、
七
月
か
ら
観
応
三
・
文
和
元
年
(
＝
二
五
二
)
十
一
月
の
間
と
み
ら
れ
る
の

で
、
③
の
記
載
内
容
と
観
応
三
年
と
い
う
年
号
と
の
間
に
問
題
は
な
い
。
さ
ら
に
、
太
宰
府
天

満
宮
文
書
観
応
元
年
(
＝
二
五
〇
)
六
月
日
付
で
③
の
「
屋
形
原
村
」
の
割
注
に
「
去
年
以
来
」

押
領
と
記
さ
れ
る
飯
田
左
近
将
監
集
が
一
色
道
猷
の
命
令
を
う
け
て
天
満
宮
和
歌
所
へ
の
沙
汰

付
を
行
い
請
文
を
提
出
し
て
い
る
。
観
応
二
年
(
＝
二
五
一
)
三
月
に
は
直
冬
が
鎮
西
管
領
と

な
り
一
色
方
と
の
対
立
を
深
め
て
い
く
。
と
す
る
と
、
右
の
「
屋
形
原
村
」
の
割
注
に
あ
る
「
去

年
」
を
観
応
二
年
と
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
割
注
は
観
応
三
年
の
時
点
で
の
記
述

と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

 
以
上
、
こ
こ
で
は
③
に
み
え
る
「
観
応
三
年
二
月
日
写
之
云
々
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
「
云
々
」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
て
①
、
②
、
③
の
も
と
に
な
っ
た
あ
る
所
領
目
録
(
案
)

に
は
成
立
当
初
、
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
述
べ
、
い
つ
、
誰
が
「
観
応
三

年
二
月
日
写
之
云
々
」
と
い
う
記
述
を
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
を
ま
っ
し

か
な
い
け
れ
ど
、
現
存
史
料
に
よ
っ
て
観
応
三
年
二
月
、
と
い
う
年
月
日
を
導
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。

3

〔
復
元
案
〕

 
 
天
満
宮
安
楽
寺
御
領
一
円
半
不
輸
庄
々
燈
油
田
等
目
録

一
筑
前
国
一
円
神
領

 
 
 
 
 
〔
天
〕

安
志
岐
御
封
井
甘
山
村

寺
辺
井
秋
山
畠
地

小
中
庄
付
焼
山

長
尾
庄

土
師
庄

板
持
庄

夜
須
御
封
同
甘
木
村

栗
田
庄

〔
河
〕

阿
江
庄
付
内
野

紫
田
庄

席
田
庄

多
々
良
庄

博
多
庄
付
中
濱

桑
原
庄

塩
濱
庄

高
来
寺

大
浦
由

基
田
杉
瀬
領

一
切
経
会
田
蕪
骨

石
門
平
内
般
若
寺

竹
薗
寺

庄
内
田
地

響
子
村
榊
灘
志
着
艦
訴
之
・

那
珂
郡
須
久
村
武
末
名

対
馬
公
癬

大
利
村
内
末
次
名
席
院
常
燈
料
所

同
村
内
燈
油
投
資
時
跡

弥
永
見
廻
油
井
仁
王
講
田

枇
曜
断
罐
襲
羅

［
U
内
庚
申
添
田

□
田
壷
町
灘
墜

入
部
墨
付
内
野

井
田
庄

仁
王
陸
田

報
恩
寺

榎
寺
井
吉
国
名

画
輪
紅

皿
院
敷
地
輪
世
立
.
 

月
忌
村

甘
甘
寺

席
内
院
清
里
名

水
城
空
閑

上
座
郡
朝
旦
寺

 屋長
 丹田
 原中
 村村
＿奉常
公二燈
〕人料
 左所
 近'
 将去
 監年
 謀以
 押来
 領一
 之色
 '入
  道

花
薗
村

那
珂
東
西
郷

弥
永
小
金
丸
繍
顯
蒜
糠
猷
羅
護
朝
難
濫
一
至

恒
用
名

御
笠
東
西
郷

小
金
丸
名

榎
木
寺
畠
地
壼
町

下
座
郡

得
渕
田
地
七
町

嘉
麻
郡

不
動
丸
井
小
太
郎
丸

坪
撫

 
郡
内
田
地

同
郡
内
今
當
村

山
城
田
地
壼
町
余

長
岡
田
畠
武
丁

 
 
 
屋
敷
一
ケ
所

草
四
郎
町
壼
町

〔
後
脱
〕

嵯
峨
院
御
寄
進
之

同
郡
内
杷
木
郷
内
概
妊
鉱
丸
名
田
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席
内
院
重
久
名

 
弥
冨
名

 
岩
門
郷
＋
一
面
供
料
所

 
洒
殿
村
七
宴
席
御
供
料
所

 
二
所
社

 
西
山
妙
見
寺

(一

�
ﾍ
)

一
将
軍
家
御
寄
進
之

 
下
座
郡
地
頭
職
長
日
仁
王
般
若
経
料
所

 
〔
隈
〕

 
大
隅
庄
地
頭
職
御
霊
社
寄
進
之
、

 
猪
野
庄
獄
田
御
霊
社

 
感
田
内
薬
丸
同
社

蟷
鞭
御
寄
進
之

村
地
頭
職
御
霊
社

一
筑
前
国
々
衙
正
磨
三
年
公
家
御
寄
附
之

蜷
城
村

 
上
座
郡
勢
楽
寺

 
上
切
候

 
 
郡
来
林
寺

 
夜
須
東
郷
河
嶋
菩
提
寺

稲
冨
燈
油

 
 
 
 
(
杉
)

 
大
祖
社
若
棺
山
衆
徒
押
領
也
、

上
座
郡
朝
鞍
寺
領
勝
福
寺
免
田

一
筑
後
国
一
圓

高
樋
庄
鮒
繰
繍

 
小
河
庄
凶
徒
押
領

 
竹
野
庄
井
高
家
島

 
下
妻
庄
凶
徒
押
領
、

吉
田
庄
製
議
田

坂
田
庄
同
之
、

畿
庄
溝
領

□
忠
別
府
同
之
、

観
興
寺
同
之
、

夜
部
山
同
之
、

三
緒
次
郎
丸
山

三
奈
木
叢
長
日
＋
一
面
供
料
所

下
座
郡
内
幸
泉
名

朧
留
供
撫
料
所

稲
光
内
近
年
為
燈
油
料
所
安
房
着
着
道
寄
進
之
、

諸
岡
別
府
篠
㍊
鰭
編
垂
郷

 
 
 
遠
江
寺

同
四
ヶ
名
寄
進

依
井
村
御
霊
社

恰
土
庄
内
桜
井
・
得
光
両
名
筆
下
鶴

A
口
屋
窪
垣
大
和
藍
玉

恰
土
郡
義
得
別
府

席
田
郡
今
田
村

同
東
郷
河
邊
村

糟
屋
敷
梨
郷
極
楽
寺

吉
益
燈
油

江
門
庄
付
新
田

綾
野
庄
同
之
、

 
 
 
 
色

白
桑
村
一
深
入
道
作
人
飯
田
次
郎
九
郎
入
道
押
領
、

長
田
庄
同
之
、

大
墓
庄
同
之
、

青
木
庄

北
水
田
庄
凶
徒
致
違
乱
、

楽
得
別
府
同
之
、

竹
圓
寺
同
之
、

大
般
若
田

上
切
候

吉
両
村
関
東
寄
進
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上
浦
空
閑
店
院
夏
供
米
供
所

鰺
坂
庄
五
郎
丸
名
山
東
面
進
之
、

三
瀦
庄
内
吉
祥
今
村
凶
徒
大
村
小
太
郎
押
領
、

幸
泉
村
燈
油
田

半
不
輸

三
毛
北
郷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
南
郷

大
城
村
凶
徒
押
領
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
忠
見
別
府
同
之
、

櫛
原
庄
自
去
年
凶
徒
押
領
、
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
田
別
府
同
之
、

石
田
庄
近
年
聖
福
寺
諌
合
之
、

錐
為
 
當
宮
根
本
御
領
、
地
頭
御
家
人
甲
乙
輩
令
押
領
之

 
 
〔
筑
脱
〕

上
妻
深
紫
部
庄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
郡
葛
野
庄

同
郡
鳥
形
山
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
葉
郡
八
尻

當
御
代
御
寄
進
萱

門
上
村
醐
艦
柵
粛
雄
乏
、

一
肥
前
国
一
圓

小
倉
庄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鳥
栖
庄

幸
津
庄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
新
庄

神
邊
庄
同
萱
方
村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石
動
庄

米
多
庄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蠣
久
庄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
嘉
〕

藤
織
庄
凶
徒
押
領
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
佐
喜
庄
御
方
若
槻
下
孫
六
郎
號
預
所
致
濫
妨
也
、

蕪
罹
同
片
多
江
村
 
 
 
 
仁
講
田

〔
繋
庄
 
 
 
 
 
松
浦
庄
荒
久
嬰
六
名
信
濃
野

曾
祢
崎
庄
内
談
議
田
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
小
楠
南
里
田
地

半
不
輸

上
切
候

 
 
戸
倉
光
御
方
押
領
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
半
免
御
領
小
松
丸
同
之
、

牛
原
御
領
同
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半
免
行
武
名
同
之
、

＋瓜

ｶ
野
 
同
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
倉
上
庄
同
之
、

巨
勢
庄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
義
得
別
府
同
之
、

錐
為
當
宮
根
本
御
領
、
地
頭
御
家
人
甲
乙
輩
令
押
領
所

清
法
寺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山
田
東
郷
七
箇
所
村

藤
木
村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基
騨
南
郷
蓮
原
里

基
騨
中
山
井
天
台
寺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
荒
木
田
庄
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上
切
候

保
郷

将
軍
家
御
寄
進
所

曾
祢
崎
庄
地
頭
職
長
日
大
般
若
経
料
所

 
 
 
〔
一
圓
脱
ヵ
〕

一
肥
後
国

玉
名
庄
凶
徒
押
領
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
路
曲
庄
同
之
、

片
俣
領
同
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
冨
庄
同
之
、

飽
田
南
郷
厩
田
同
之
、

半
不
輸

田
口
庄
別
府
同
母
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恵
良
庄
同
之
、

弥
生
庄
 
 
同
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
赤
星
庄
同
之
、

佐
野
庄
 
 
芝
之
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田
嶋
庄
同
之
、

 
〔
錐
為
脱
力
〕

當
宮
根
本
御
領
、
地
頭
御
家
人
甲
乙
輩
令
押
領
所

祇
至
嘱
同
門
、

一
豊
前
国
一
圓

副
田
庄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
新
庄

 
重
切
候

瀬
村

半
不
輸

還
郷
内
野
田
光
行
名

品
為
 
當
宮
根
本
御
領
、
地
頭
御
家
人
甲
乙
輩
令
押
領

 
城
井
横
溝
等
四
箇
所

将
軍
家
御
寄
進
之

 
堅
嶋
庄
遍
精
工
眞
言
堂
長
日
護
摩
供
料
所

 
當
御
代
七
曜
進
之

夏
焼
庄
内
友
清
次
郎
丸
両
名
蕩
蕩
進
之
、

 
噛
癖
地
頭
職
本
主
絵
類
押
領
之
、

 
副
田
添
地
頭
職
嶋
津
上
総
入
道
跡
凶
徒
押
領
、

 
山
田
庄
地
頭
職
内
耳
拾
絵
丁
岩
松
左
近
将
監
義
継
寄
進
之
、

一
豊
後
国
一
圓

 
大
気
庄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
津
江
山
橘
有
根
本
神
領
號
、
當
山
号
當
押
領
之
、

 
眞
幸
庄
不
知
行
、

一
薩
摩
国

国
分
電
簾
璽
 
 
 
 
山
門
庄
讐
神
領
號
、
近
年
社
役
退
軽

一
日
向
国

馬
関
田
鑑
襯

一
大
隅
国

小
原
庄
麓
灘
號
、

 
こ

 
 
 
 
〔
従
〕

□
壼
岐
嶋

 
嶋
分
寺

 
石
田
保
席
院
七
宴
席
會
料
所

 
右
、
大
略
注
進
如
件
、

 
 
 
観
慮
一
二
年
二
月
日
窮
之
云
々
、

温
宮
同
之
、

横
河
院
将
軍
家
御
寄
進
也
、

都
維
那
大
法
師
實
會

寺
主
大
法
三
哲
早

上
座
法
橋
上
人
位
聰
慶

権
修
理
別
當
法
眼
和
尚
位

 
 
 
 
 
 
上
語
誌
政

(
注
)

(
1
)
、
(
2
)
、
正
木
『
大
宰
府
領
の
研
究
』
(
文
献
出
版
、
一
九
九
一
年
)
三
〇
三
頁
。

(
3
)
、
こ
の
(
一
)
は
、
京
都
国
立
博
物
館
文
化
財
修
理
所
の
説
明
(
吉
原
弘
道
氏
の
御
教
示

 
に
よ
る
)
。

(
4
)
、
若
干
付
言
し
よ
う
。
池
畑
裕
樹
「
太
宰
府
天
満
宮
の
古
文
書
・
古
記
録
の
調
査
研
究
及

 
び
保
存
」
(
『
昭
和
五
十
三
年
度
「
太
宰
府
地
域
の
歴
史
及
び
文
化
遺
産
の
調
査
研
究
並
び
に

 
保
護
」
報
告
書
』
所
収
、
以
下
、
池
畑
氏
の
御
教
示
を
得
た
と
こ
ろ
が
あ
る
)
十
二
頁
に
記

 
さ
れ
た
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
「
(
仮
題
)
「
太
宰
府
天
満
宮
所
蔵
文
書
写
」
全
六
冊
L
は
、

 
同
図
書
館
保
存
書
庫
に
所
蔵
の
「
福
岡
県
神
社
史
料
」
中
の
六
冊
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
、

 
「
太
宰
府
神
社
旧
社
領
地
名
」
(
巻
一
之
五
)
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
e
1
六
頁
で
述
べ
た
X
箇

 
所
は
基
本
的
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
、
部
分
的
に
豊
後
、
薩
摩
関
係
の
地
名
も
み
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
筑
前
X
二
士
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
筑
前
)

 
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
同
国
嘉
麻
郡
不
動
丸
村
小
太
郎
村
」
「
同
国
同
郡
内
田
地
 
嵯

 
 
 
 
 
 
 
(
筑
前
)
(
席
田
)

 
峨
院
御
寄
附
」
「
同
国
同
郡
来
林
寺
村
」
「
同
国
志
麻
郡
稲
富
村
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

 
「
社
領
地
名
」
は
同
じ
も
の
が
「
高
原
謙
次
郎
文
書
」
(
太
宰
府
市
史
編
纂
直
配
写
真
版
に
よ

 
る
。
閲
覧
に
際
し
同
市
史
編
纂
室
の
御
高
配
を
得
た
。
)
に
も
あ
る
。

 
 
伊
藤
常
足
の
門
人
伊
藤
道
保
(
遠
賀
郡
中
間
村
の
総
社
宮
神
官
)
の
長
男
保
親
の
弟
子
で

 
も
あ
っ
た
と
い
う
江
藤
正
澄
(
『
福
岡
県
史
通
史
編
福
岡
藩
文
化
ω
』
二
九
五
頁
以
下
)
は
、

 
明
治
期
天
満
宮
の
大
宮
司
と
も
な
っ
て
い
て
天
満
宮
と
の
関
わ
り
が
知
ら
れ
る
(
前
掲
池
畑

 
論
文
参
照
)
が
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
に
所
蔵
す
る
江
藤
正
澄
関
係
史
料
の
い
く
つ
か
を
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瞥
見
し
た
限
り
で
は
③
関
連
史
料
は
な
い
。
今
後
、
江
藤
正
澄
と
天
満
宮
史
料
と
の
関
係
に

 
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
5
)
、
石
井
「
平
家
没
官
領
と
鎌
倉
幕
府
」
(
『
論
集
中
世
の
窓
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
)

 
一
五
頁
。

(
6
)
、
川
添
昭
二
「
太
宰
府
天
満
宮
の
古
文
書
」
(
『
天
神
絵
巻
』
太
宰
府
天
満
宮
、
一
九
九
一

年
)
一
五
頁
。
『
図
録
太
宰
府
天
満
宮
』
(
太
宰
府
顕
彰
会
、
一
九
七
六
年
)
＝
六
頁
に
写

真
所
収
。

(
7
)
、
吉
原
弘
道
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

(
8
)
、
正
木
注
(
1
)
著
書
三
〇
ニ
ー
六
頁
。

つ
の
有
力
な

考
え
方
と

し

て

蒲
崔

〔
筑
前
国
関
係
〕
と
「
筑
後
国
一
円
」
の
項
を
一
括
し
て
移

動
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
場
合
、
「
筑
後
国
一
円
」
の
次
に
〔
筑
後
国
関
係
〕
が
続

く
の
で
、
〔
筑
前
国
関
係
〕
は
「
筑
前
国
々
衙
」
の
項
に
接
続
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
考
え
方
を
と
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
〔
筑
前
国
関
係
〕
の
最
初
の

行
に
あ
る
「
諸
岡
別
府
」
に
「
二
条
帥
大
納
言
家
御
寄
附
」
と
み
え
、
「
正
応
三
年
公
家
御
寄

附
之
」
と
さ
れ
る
「
筑
前
国
々
衙
」
の
項
に
こ
の
よ
う
な
寄
進
の
所
領
を
一
括
し
て
よ
い
の

か
、
判
断
に
迷
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
末
尾
な
が
ら
小
論
を
な
す
に
あ
た
り
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
方
々
、
関
係
機
関
各
位

に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
口
の
一
章
は
第
二
十
三
回
太
宰
府
市
史
研
究

会
(
一
九
九
三
年
十
一
月
六
日
)
で
の
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
当
日
、
貴
重
な
御
意
見

を
い
た
だ
い
た
方
々
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
平
成
七
年
九
月
二
十
五
日
受
理
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
社
会
教
室
)
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